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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右の支柱における少なくとも下端部と上端部との対向面同士を、それぞれ下部横フレ
ームと上部横フレームにより連結し、前記左右の支柱の対向面と、下部及び上部横フレー
ムの対向面により形成される矩形枠内に、パネルの周縁部を嵌め込んでなる自立型の間仕
切り装置において、
　前記上部横フレームと、左右の支柱の上端部とを、天井に取付可能な左右方向を向く側
面視下向コ字状断面のフレームカバー内に嵌合し、かつ上部横フレームの前後の縁部を、
フレームカバーにおける前後の下向片の下端部の対向面に止着し、さらに、前記左右の支
柱の上端同士を、フレームカバーに収容した左右方向を向く連結部材により互いに連結す
るとともに、この連結部材と上部横フレームとフレームカバーとを、ねじにより互いに固
定したことを特徴とする間仕切り装置。
【請求項２】
　フレームカバーにおける両下向片の下端部の対向面に、左右方向を向く凹部を設け、こ
の凹部に、上部横フレームの前後縁部に設けた起立片の外側部を係合させることにより、
上部横フレームを、フレームカバーの下向片に止着してなる請求項１記載の間仕切り装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(2) JP 5064144 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

　本発明は、オフィス等の室内空間を仕切る間仕切り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の間仕切り装置には、室内空間を所定の高さまで仕切る自立型の間仕切り装置と
、例えば特許文献１及び２に記載されているように、床面から天井までの空間を完全に仕
切る天井取付型の間仕切り装置とがある。
【特許文献１】特開２００３－１０５９０８号公報
【特許文献２】特開２００５－５４３７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１及び２に記載されているように、天井取付型の間仕切り装置は、最上部
のパネルの上縁部を支持する上部横フレーム及びこれを天井に取付ける取付部材は、天井
への取付けに適した形状とされるのが一般的であるため、それらを、そのまま自立型の間
仕切り装置用として使用することはできない。
【０００４】
　一方、自立型の間仕切り装置おいても、それに適した形状の上部横フレームを、左右の
支柱に取付けているので、この上部横フレームを、天井取付型の間仕切り装置に使用する
ことはできない。
　そのため、従来は、自立型と天井取付型間仕切り装置の上部横フレームや、その取付部
材を別々に製作しており、コストが増大していた。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、自立型と天井取付型間仕切り装置の上
端部の構造を共通化し、コスト低減が図れるようにした間仕切り装置を提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
（１）左右の支柱における少なくとも下端部と上端部との対向面同士を、それぞれ下部横
フレームと上部横フレームにより連結し、前記左右の支柱の対向面と、下部及び上部横フ
レームの対向面により形成される矩形枠内に、パネルの周縁部を嵌め込んでなる間仕切り
装置において、前記上部横フレームと、左右の支柱の上端部とを、天井に取付可能な左右
方向を向く側面視下向コ字状断面のフレームカバー内に嵌合し、かつ上部横フレームの前
後の縁部を、フレームカバーにおける前後の下向片の下端部の対向面に止着する。
【０００７】
（２）上記(１)項において、フレームカバーにおける両下向片の下端部の対向面に、左右
方向を向く凹部を設け、この凹部に、上部横フレームの前後縁部に設けた起立片の外側部
を係合させることにより、上部横フレームを、フレームカバーの下向片に止着する。
【０００８】
（３）上記(１)または(２)項において、自立型の間仕切り装置において、左右の支柱の上
端同士を、フレームカバーに収容した左右方向を向く連結部材により互いに連結するとと
もに、この連結部材と上部横フレームとフレームカバーとを、ねじにより互いに固定する
。
【０００９】
（４）上記(１)または(２)項において、天井取付型の間仕切り装置において、フレームカ
バーを、下方より挿入したねじにより天井に固定する。
【発明の効果】
【００１０】
　上記(１)項に記載の発明によれば、間仕切り装置の上端部の構造を、上部横フレームと
、左右の支柱の上端部とを、天井に取付可能な左右方向を向く側面視下向コ字状断面のフ
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レームカバー内に嵌合し、かつ上部横フレームの前後の縁部を、フレームカバーにおける
前後の下向片の下端部の対向面に止着した構成としてあるので、自立型の間仕切り装置は
、そのままの構成で、天井取付型の間仕切り装置においては、フレームカバーを天井に取
付けるのみで、それぞれの間仕切り装置に適用することができる。
　従って、自立型と天井取付型間仕切り装置の上端部の構造を共通化でき、上部横フレー
ム等を別々に製作する必要はないので、コスト低減が図れる。
【００１１】
　上記(２)項に記載の発明によれば、フレームカバーの両下向片を外方に弾性変形させて
、凹部に起立片を下方より係合させるか、もしくは、フレームカバーの側端より上部横フ
レームをスライドさせて、凹部に起立片の外側部を係合させることにより、上部横フレー
ムを、フレームカバーに容易に止着することができる。
【００１２】
　上記(３)項に記載の発明によれば、左右の支柱の上端同士は、連結部材により互いに連
結され、かつこの連結部材と上部横フレームとフレームカバーとがねじにより互いに固定
されているので、上端部が天井に固定されていない自立型の間仕切り装置であっても、こ
れが左右方向にぐらつく恐れは極めて小さい。
【００１３】
　上記(４)項に記載の発明によれば、フレームカバーは、下方より挿入したねじにより天
井に固定されるので、フレームカバー及びそれに止着した上部横フレームを、天井取付型
間仕切り装置に簡単に取付けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の自立型の間仕切り装置の一部の正面図である。
　この間仕切り装置Ｐは、左右複数の支柱１、１と、互いに隣接する支柱１、１の下端部
の対向面同士を連結している下部横フレーム２と、同じく両支柱１、１の中間部の対向面
同士を連結している中間横フレーム３と、両支柱１、１の上端部の対向面同士を連結して
いる上部横フレーム４とを備え、左右の支柱１、１と下部横フレーム２と中間横フレーム
３とにより囲まれた下部の方形枠内には、例えば前後両面が化粧鋼板により覆われたボー
ド系のパネル５が、また、左右の支柱１、１と中間横フレーム３と上部横フレーム４とに
より囲まれた上部の方形枠内には、ガラスパネル６が嵌め込まれている。
【００１５】
　下部横フレーム２の左右両端部には、間仕切り装置Ｐ全体の上下位置を調整するための
レベル調整装置７、７が設けられている。
　各レベル調整装置７は、図２の拡大断面図に示すように、床面Ｆにアンカーボルト８に
より固定された側面視上向コ字状断面をなすベース部材９内に嵌合された側面視下向コ字
状断面の支持金具１０と、支持金具１０の上面中央部に穿設された通孔１１に嵌合され、
上端の鍔部１２a が支持金具１０の上面に溶接された雌ねじ筒１２と、この雌ねじ筒１２
に上方より螺合された皿ねじよりなる調整ねじ１３とからなっている。
【００１６】
　下部横フレーム２は、　側面視ほぼＨ状断面をなし、その左右方向を向く水平片１４の
下方に形成された、左右両側方と下方が開口する凹部１５内には、上記ベース部材９とレ
ベル調整装置７とが収容され、前記水平片１４は、調整ねじ１３の拡径頭部１３aの上面
により支持されている。
【００１７】
　水平片１４における調整ねじ１３と対向する個所には、その拡径頭部１３aよりも小さ
な径の通孔１６が穿設され、この通孔１６に上方より挿入したドライバ等の工具をもって
、調整ねじ１３を回転させることにより、下部横フレーム２のレベルを調整しうるように
なっている。
【００１８】
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　前記水平片１４の直下において、凹部１５の内面には、左右方向を向く前後１対の突片
１７、１７が対向して突設され、各突片１７と水平片１４との間の隙間１８、１８内に、
調整ねじ１３の拡径頭部１３aの外周部が遊嵌されている。すなわち、支柱１に下部横フ
レーム２を固定する前において、下部横フレーム２の側端から、調整ねじ１３の拡径頭部
１３aを隙間１８に挿入し、レベル調整装置７を下部横フレーム２の凹部１５内に組み付
けたのち、下部横フレーム２とレベル調整装置７とを、ベース部材９に上方より嵌合して
ある。
【００１９】
　上記のように、レベル調整装置７全体が、下部横フレーム２の凹部１５内とベース部材
９の内部に収容されているので、それをパネル等により目隠しする必要はない。
　また、パネル５を、下部横フレーム２の上面の前後方向の中央に、支障なく配置するこ
とができる。
　さらに、調整ねじ１３の拡径頭部１３aを隙間１８に側端から嵌合するだけで、レベル
調整装置７全体を、下部横フレーム２の凹部１５内に予め装着しておくことができる。
【００２０】
　下部横フレーム２の上面の前後方向の中央部、すなわち、水平片１４の上方には、左右
両側方と上方に開口するパネル保持溝１９が、左右方向に全長に亘って形成され、このパ
ネル保持溝１９には、側面視上向コ字状断面をなす合成樹脂製のパネル下部保持部材２０
が嵌合されている。パネル下部保持部材２０は、その前後の上向片２０a、２０aの外面に
突設した左右方向を向く凸条２１、２１を、パネル保持溝１９の対向面に形成された横方
向を向く凹条２２、２２に、側端よりスライドさせて嵌合することにより、上方への抜け
止めがなされている。
【００２１】
　パネル下部保持部材２０の凹部内に、パネル５の下端部を落とし込むことにより、パネ
ル５の下端部は、下部横フレーム２の上端部により保持される。なお、パネル５の厚さは
、パネル下部保持部材２０内に容易に遊嵌しうるように定められ、両上向片２０aの上端
に一体成形された弾性を有する軟質合成樹脂よりなる内向きのパネル押さえ２０b、２０b
の先端を、パネル５の前後の面に当接させることにより、パネル５の前後方向のがたつき
が防止されている。
【００２２】
　図３は、中間横フレーム３に対するパネル５の上端部と、ガラスパネル６の下端部との
取付構造を示す。
　中間横フレーム３は、下部横フレーム２と同形状をなし、その前後の突片１７よりも下
方の凹部１５内には、合成樹脂よりなる側面視下向きコ字状のパネル上部保持部材２３が
、その前後の下向片２３a、２３aの下部外面に突設された左右方向を向く凸条２４、２４
を、凹部１５の対向面に形成された凹条２５、２５に、側端より嵌合することにより、下
方に抜け止めされて嵌合されている。両下向片２３aの下端には、上記と同様、パネル５
の前後両面に当接する軟質合成樹脂製のパネル押さえ２３b、２３bが一体成形されている
。
【００２３】
　パネル上部保持部材２３の凹部内に、パネル５の上端部を嵌合し、その前後の面にパネ
ル押さえ２３bの先端を当接させることにより、パネル５の上端部は、中間横フレーム３
の下端部により保持されている。なお、パネル５の上下寸法は、パネル下部保持部材２０
とパネル上部保持部材２３とにおける凹部間の対向寸法よりもやや短寸とされ、パネル５
を傾斜させた状態で、まずその上端部をパネル上部保持部材２３の凹部内に深く挿入し、
ついで、下端部をパネル下部保持部材２０の凹部内に落とし込むことにより、パネル５の
上下の端部を下部横フレーム２と中間横フレーム３とにより保持することができるように
してある。
【００２４】
　中間横フレーム３の上部のパネル保持溝１９には、ガラスパネル６の下端部を保持する



(5) JP 5064144 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

ためのパネル下部保持部材２６が、左右方向の全長に亘って嵌合されている。
　パネル下部保持部材２６は、パネル保持溝１９に嵌合された、その深さとほぼ等しい上
下寸法の硬質合成樹脂よりなる保持部本体２７と、弾性変形可能な合成樹脂よりなる差込
み部材２８とからなり、保持部本体２７は、パネル保持溝１９の底面に当接する前後方向
を向く基片２７aと、その前端より起立する起立片２７bと、起立片２７bの上端より、凹
溝１９の中央部に向かって直角に延出する後向保持片２７cとを備えている。
【００２５】
　後向保持片２７cの先端(後端)には、保持部本体２７aよりも軟質で、かつ若干弾性を有
する合成樹脂材(エラストマーを含む)よりなるパネル押さえ２９が一体成形されている。
　基片２７aの後端部には、差込み部材２８が係合可能な、上方に向かって漸次拡開する
凹状断面の差込み溝３０が、左右方向に全長に亘って形成されている。
【００２６】
　差込み部材２８は、下面のやや後方寄りに左右方向を向くスリット孔３１を設けた中空
角筒状断面の保持部２８aと、スリット孔３１の前後の開口部より垂下する、上記差込み
溝３０の深さよりも若干短寸の前後１対の係合足片２８b、２８bとを備えている。両係合
足片２８bの外面と、差込み溝３０の内部の対向面とには、互いに係合可能な鋸歯状断面
をなす係合部３２が形成されている。
【００２７】
　保持部２８aの前面上部には、上記パネル押さえ２９と同様のパネル押さえ２９が、差
込み部材２８と一体成形されている。
　保持部本体２７の凹部内に、ガラスパネル６の下端部を挿入し、基片２７aにより受支
した後、保持部本体２７の差込み溝３０に、差込み部材２８の両係合足片２８bを押し込
み、係合部３２同士を互いに係合させると、前後のパネル押さえ２９、２９の対向面が、
ガラスパネル６の前後の面に圧接することにより、ガラスパネル６の下端部が、中間横フ
レーム３の上部により保持される。
【００２８】
　図４に示すように、上述した上部横フレーム４は、前後方向の中央部の、側面視下向き
コ字状断面をなすパネル保持部３３と、その前後の下向片３３a、３３aの下端に連設され
た前向水平片３３b及び後向水平片３３cと、それらの遊端に連設された短寸の起立片３３
d、３３dとからなり、アルミニウム合金等を押し出し成形して一体的に形成されている。
なお、上部横フレーム４の前後寸法は、支柱１の前後寸法よりも若干大とされている。
【００２９】
　図５に示すように、左右方向に並ぶ各支柱１同士は、それらの上端にねじ３４、３４に
より固定された、前後寸法が支柱１のそれとほぼ等しい扁平角管状の連結部材３５により
互いに連結されており、この連結部材３５の上面中央には、これと上部横フレーム４が収
容可能な側面視下向きコ字状断面のフレームカバー３６が、下方より挿入した複数の皿ね
じ３７により固定されている。
【００３０】
　フレームカバー３６における前後の下向片３６a、３６aの下端の対向面と、若干上方の
対向面とには、それぞれ左右方向を向く円弧状断面の係止凸条３８、３８と、角形断面の
係止凸条３９、３９とが、内向きに突設されている。
【００３１】
　図４に示すように、上部横フレーム４における前向水平片３３b及び後向水平片３３cと
、起立片３３dとの連設角部には、上記下部の係止凸条３８、３８と補形をなす係合凹条
４０、４０が形成されている。
　左右に隣接する支柱１間において、上部横フレーム４の前後の係合凹条４０を、フレー
ムカバー３６の両係止凸条３８に係合させるとともに、前後の起立片３３dを、上下の係
止凸条３８、３９との間に形成された凹部４１内に係合することにより、上部横フレーム
４は、フレームカバー３６の下半部内に、一体的に止着されている。この止着作業は、フ
レームカバー３６の下向片３６aを外方に弾性変形させることにより、下方から行うこと
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ができる。また、左右の支柱１に上部横フレームを連結する前であれば、フレームカバー
３６の側端からスライドさせて止着することもできる。
【００３２】
　上部横フレーム４をフレームカバー３６に止着した際、パネル保持部３３の上片３３e
の上面が連結部材３５の下面と当接するようになっており、図４に示すように、パネル保
持部３３の上片３３eに下方より挿入した左右複数の皿ねじ４２を、連結部材３５の前後
方向の中央部に螺合することにより、上部横フレーム４は、連結部材３５の下面に、フレ
ームカバー３６の下端と同一面をなすとともに、支柱１の上端と整合するようにして固着
されている。
【００３３】
　図４に示すように、上部横フレーム４におけるパネル保持部３３内に形成された、下方
と左右両方向に開口するパネル保持溝４３には、その深さとほぼ等しい上下寸法の、側面
視概ね下向きコ字状断面をなす硬質合成樹脂製の保持部本体４４と、上記差込み部材２８
と同形で上下対称をなす差込み部材２８とからなるパネル上部保持部材４５が圧嵌されて
いる。
【００３４】
　保持部本体４４における前部下端の後向片４４aの後端と、差込み部材２８における保
持部２８aの前面下部とには、上記と同様、軟質のパネル押さえ２９、２９が一体的に成
形されている。
　保持部本体４４の後部の垂下片４４bの下端部には、差込み部材２８の両係合足片２８b
が嵌合可能な、下方に向かって漸次拡開する上向き凹状の差込み溝４６が形成されている
。差込み溝４６の対向面と、両係合足片２８bの外面とには、上記と同様の鋸歯状断面の
係合部３２が形成されている。
【００３５】
　保持部本体４４の凹部内に、上下寸法を、上下に対向するパネル上部保持部材４５とパ
ネル下部保持部材２６の凹部内の対向寸法より短寸としたガラスパネル６の上端部を、傾
斜させた状態で挿入し、パネル下部保持部材２６によりガラスパネル６の下端部を保持し
た後、保持部本体４４の差込み溝４６に、差込み部材２８の両係合足片２８bを嵌合して
係合させることにより、ガラスパネル６の上端部は、連結部材３５及びフレームカバー３
６と実質的に一体をなす上部横フレーム４により保持されている(図４参照)。
【００３６】
　図６の拡大横断面図に示すように、ガラスパネル６の左右両端部は(左右対称で同一構
造につき、一方のみ図示する)、左右の支柱１、１における前後方向の中央部の対向面に
設けられた上下方向を向くパネル保持溝４７に嵌合されたパネル側部保持部材４８により
、次のようにして保持されている。
【００３７】
　パネル側部保持部材４８は、硬質合成樹脂製の保持部本体４９と、その左右寸法よりも
若干短寸とされた弾性変形可能な合成樹脂よりなる差込み部材５０とからなり、保持部本
体４９は、パネル保持溝４７に嵌合された平面視外向きコ字状断面の基部４９aと、その
後部の嵌合片４９bの内側端より、左右方向内向きに延出する保持片４９cと、保持片４９
cの内端に連設された短寸の前向片４９dとを備え、前向片４９dの前端面には、上記と同
様のパネル押さえ２９が一体的に連設されている。
【００３８】
　基部４９aにおける前部の嵌合片４９eには、内側方に向かって漸次拡開する上下方向の
差込み溝５１が形成されている。
【００３９】
　差込み部材５０は、左右方向を向くとともに、外側端にスリット孔５２を有する中空状
の係合部５０aと、スリット孔５２の開口縁部より外側方に向かって延出する、左右寸法
が上記差込み溝５１の深さよりも短寸の前後１対の係合足片５０b、５０bと、係合部５０
aの内端に連設された短寸の後向片５０cとを備え、後向片５０cの後端面には、上記と同
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様のパネル押さえ２９が連設されている。
　差込み溝５１の対向面と両係合足片５０bの外面とには、互いに補形をなす鋸歯状断面
の係合部５３、５３が形成されている。
【００４０】
　ガラスパネル６を左右のパネル側部保持部材４８により保持するには、まず、左右の支
柱１の対向面間の寸法よりも左右寸法を若干短寸としたガラスパネル６の左右両端部の後
面を、左右の保持部本体４９におけるパネル押さえ２９の前面に当接させる。
【００４１】
　ついで、保持部本体４９の差込み溝５１に、差込み部材５０の両係合足片５０bを、差
込み部材５０の内側面が保持部本体４９の内側面と整合する位置まで嵌合し、それらの係
合部５３同士を互いに係合させる。
【００４２】
　これにより、差込み部材５０のパネル押さえ２９の後面がガラスパネル６の前面に圧接
し、ガラスパネル６の左右両端部が、左右のパネル側部保持部材４８、４８により安定し
て保持される。
【００４３】
　図７は、上述した下部のパネル５の左右両端部の取付構造を示す。
　なお、パネル５の左右両端部の取付構造は、左右対称で同一構造であるため、一方のみ
を図示する。
　支柱１の対向面のパネル保持溝４７には、上記パネル側部保持部材４８と形状の異なる
パネル側部保持部材５４が嵌合されている。
【００４４】
　パネル側部保持部材５４は、硬質合成樹脂製の保持部本体５５と差込み部材５６とから
なり、保持部本体５５は、パネル保持溝４７に嵌合された平面視外向きコ字状断面の上下
方向を向く基部５５aと、その後端部の内側縁部より内向きに延出する保持片５５bと、保
持片５５bの左右方向の中間部前面に前向きに連設され、前後寸法が基部５５aのそれより
も若干短寸をなす弾性係止片５５cとを備えている。保持片５５bの先端部の前面には、パ
ネル５の側端部後面に当接可能な若干弾性を有する軟質合成樹脂(エラストマーも含む)よ
りなるパネル押さえ５７が、一体的に形成されている。
【００４５】
　基部５５aの側片５５dと弾性係止片５５cとの対向面間には、前方すなわち基部５５aの
前方の縁部に向かって開口する係合溝５８が形成されている。
　弾性係止片５５cの前端部には、係合溝５８側に若干突出する係止凸条５９が形成され
、係合溝５８の前端開口部の左右寸法は、その奥部よりも若干小となっている
【００４６】
　差込み部材５６は、パネル５の側端部前面を保持可能な左右方向内向きの保持片５６a
と、上記係合溝５８に係合可能な後方を向く係合片５６bとからなる平面視Ｌ字状断面を
なし、かつ全長は、保持部本体５５の上下寸法と等しい寸法に形成されている。
【００４７】
　保持片５６aの先端部の後面には、パネル５の前面に当接可能な、上記と同様のパネル
押さえ５７が一体的に形成されている。
　係合片５６bの後端部には、弾性係止片５５cの係止凸条５９の後端と係合可能な被係止
凸条６０が突設されている。
　係合片５６bの前端基部、すなわち保持片５６aと係合片５６bとの連設隅部の外面には
、後向きに凹入する凹入段部６１が形成され、この凹入段部６１は、支柱１におけるパネ
ル保持溝４７の前部側の開口縁部６２に係止しうるようになっている。
【００４８】
　パネル５を左右のパネル側部保持部材５４により保持するには、まずパネル５の左右両
端部の後面を、左右の保持部本体５５におけるパネル押さえ５７の前面に当接させる。
【００４９】
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　ついで、図７の２点鎖線で示すように、差込み部材５６における保持片５６aのパネル
押さえ５７を、パネル５の側端部の前面に当接させたのち、保持片５６aの先端部を支点
として、差込み部材５６全体を後向きに回動させ、係合片５６bを保持部本体５５の係合
溝５８に押し込んで嵌合させる。
【００５０】
　すると、係合片５６bの被係止凸条６０が、弾性係止片５５cの係止凸条５９の奥端と係
合して、係合片５６bが係合溝５８より離脱するのが防止され、パネル５の側端部がパネ
ル側部保持部材５４により保持される。差込み部材５６を装着すると、係合片５６bの前
端基部に設けた凹入段部６１が、支柱１におけるパネル保持溝４７の前部の開口縁部６２
と近接するので、係合片５６bが係合溝５８より離脱するのが確実に防止される。
【００５１】
　このようなパネル側部保持部材５４を用いると、パネル５の両側端部を、その両側の縦
フレームを兼ねる左右の支柱１の対向面に、極めて容易に取付けることができる。
【００５２】
　図８は、床面から天井Ｒまでの室内空間を完全に仕切る天井取付型の間仕切り装置にお
ける上端部の縦断側面図である。
　この実施形態の間仕切り装置の上端部は、上記実施形態の間仕切り装置Ｐの連結部材３
５を省略した以外は、同一構造とされている。
【００５３】
　すなわち、上記と同形のフレームカバー３６の上面中央部を、天井Ｒに、複数のねじ６
３により固定したのち、前後の下向片３６aの下端部に、上記と同形の上部横フレーム４
を止着してある。
【００５４】
　このように、自立型と天井取付型の間仕切り装置における上部横フレーム４とフレーム
カバー３６を同一形状として、上端部の構造を共通化すると、両間仕切り装置の上端部の
構成部材を別々に製作する必要がなくなるので、コスト低減が図れるとともに、上端部の
デザインを統一することができる。
　なお、上記自立型の間仕切り装置Ｐにおいて、左右の支柱１の上端同士を連結している
連結部材３５は、省略することもある。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の自立型の間仕切り装置の一部の正面図である。
【図２】図１のII-II線拡大縦断側面図である。
【図３】同じく、III-III線拡大縦断側面図である。
【図４】同じく、IV-IV線拡大縦断側面図である。
【図５】同じく、V-V線拡大縦断側面図である。
【図６】同じく、VI-VI線拡大横断平面図である。
【図７】同じく、VII-VII線拡大横断平面図である。
【図８】本発明の天井取付型間仕切り装置の上端部の縦断側面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１　　支柱
　２　　下部横フレーム
　３　　中間横フレーム
　４　　上部横フレーム
　５　　パネル
　６　　ガラスパネル
　７　　レベル調整装置
　８　　アンカーボルト
　９　　ベース部材
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　１０　支持金具
　１１　通孔
　１２　雌ねじ筒
　１２a 鍔部
　１３　調整ねじ
　１３a 拡径頭部
　１４　水平片
　１５　凹部
　１６　通孔
　１７　突片
　１８　隙間
　１９　パネル保持溝
　２０　パネル下部保持部材
　２０a 上向片
　２０b　パネル押さえ
　２１　凸条
　２２　凹条
　２３　パネル上部保持部材
　２３a 下向片
　２３b パネル押さえ
　２４　凸条
　２５　凹条
　２６　パネル下部保持部材
　２７　保持部本体
　２７a 基片
　２７b 起立片
　２７c 後向保持片
　２８　差込み部材
　２８a 保持部
　２８b 係合足片
　２９　パネル押さえ
　３０　差込み溝
　３１　スリット孔
　３２　係合部
　３３　パネル保持部
　３３a 下向片
　３３b 前向水平片
　３３c 後向水平片
　３３d 起立片
　３３e 上片
　３４　ねじ
　３５　連結部材
　３６　フレームカバー
　３６a 下向片
　３７　皿ねじ
　３８　係止凸条
　３９　係止凸条
　４０　係合凹条
　４１　凹部
　４２　皿ねじ
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　４３　パネル保持溝
　４４　保持部本体
　４４a 後向片
　４４b 垂下片
　４５　パネル上部保持部材
　４６　差込み溝
　４７　パネル保持溝
　４８　パネル側部保持部材
　４９　保持部本体
　４９a 基部
　４９b 嵌合片
　４９c 保持片
　４９d 前向片
　４９e 嵌合片
　５０　差込み部材
　５０a 係合部
　５０b 係合足片
　５０c 後向片
　５１　差込み溝
　５２　スリット孔
　５３　係合部
　５４　パネル側部保持部材
　５５　保持部本体
　５５a 基部
　５５b 保持片
　５５c 弾性係止片
　５５d 側片
　５６　差込み部材
　５６a 保持片
　５６b 係合片
　５７　パネル押さえ
　５８　係合溝
　５９　係止凸条
　６０　被係止凸条
　６１　凹入段部
　６２　開口縁部
　６３　ねじ
　Ｆ　　床面
　Ｐ　　間仕切り装置
　Ｒ　　天井
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